
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,300 円 3,579 円

3,300 円 3,588 円

3,300 円 3,591 円

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施す
る施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

23.1人／ha

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　基本使用料　１０㎥まで　１，５４０円　　 　超過使用料 　１１㎥から　３０㎥まで　１７６円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　３１㎥から　５０㎥まで　１８７円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　５１㎥から１００㎥まで　１９８円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　１００㎥以上　　　　　　　　２２０円

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　当初より一部事務組合で事業を実施しているため、広域化は図られている。また当初下水道整備区域だった
地区で、費用対効果や地理的条件等を考慮し、事業の見直しを行い、下水道整備区域から除外し合併処理浄
化槽整備区域で推進していく等、最適化を図っています。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和４年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料　１０㎥まで　１，５４０円　　　 超過使用料 　１１㎥から　３０㎥まで　１７６円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　３１㎥から　５０㎥まで　１８７円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　５１㎥から１００㎥まで　１９８円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　１００㎥以上　　　　　　　　２２０円

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　１．水道水以外の水のみ利用の場合は、１世帯の基本水量を１０㎥とし、世帯人員１人につき
      ４㎥加算した水量を認定水量とする。
　２．水道水と水道水以外の水とを併用の場合は、水道水の使用水量と「１」の認定水量を比較し、
      いずれか多い方の水量を採用する。

令和５年度 令和５年度

令和６年度 令和６年度

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　最上川流域下水道　村山浄化センター

有

処 理 区 数 　１処理区

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適用

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合下水道事業経営戦略

平成１４年度
（２４年）

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付します。

　令和７年度に策定しました、令和６年度決算「経営比較分析表」を添付しています。
　この表の分析欄に示していますが、他の市町村より下水道の供用開始が後発ながら、水洗化率は高い数値となっております。これは早期接
続者に対する、受益者負担金軽減措置によるものと考えられます。
　それから企業債残高について、まだ整備途中という事もあり類似団体に比べ高い数値になっており、企業債償還金についても使用料のみで
の運営は困難であり、構成市町からの繰入金に依存している状況です。

職 員 数 　令和７年度現在　６人（課長１人　経営企画係１人　業務係２人　施設係　２人）

　上下水道課は経営企画係及び業務係、施設係の３つの係で事業を行っています。供用開始は平成１４年度で
すが、その当時は工事の発注が多く下水道課担当職員は９人おりましたが、整備が進むにつれ工事数も減少
し、比例した形で職員数も減っています。

なし

なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

なし

マンホールポンプ等の施設の維持管理、保守点検業務を民間に委託しています。

民 間 活 用 の 状 況

なし

 イ　指定管理者制度
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

定量的な業績指標及び目標年限の設定

指標名

基準外繰入金（千円）

経営収支比率（％）

流動比率（％）

　平成１４年度に供用開始され２４年が経過し、尾花沢市及び大石田町の処理区域の中心部の整備は完了しておりますが、供用開始区域で
の新築家屋も増えており、それに伴う新規公共汚水ますの設置工事も行っていく予定です。
　経年劣化による管渠やマンホール等の修繕については、今後長寿命化の事業計画等を策定し維持管理に努めてまいります。

令和１２年度

172,348

100以上

27.41

66.85

95.75

目標数値等

　市町からの繰入金を極力減らすため、受益者負担金、及び使用料の収納を確実に行っていきます。使用料収入については、構成市町全体
として人口が年々減少していることから、使用料収入も減少していくと思われます。そのために企業債償還金など、使用料収入で運営していく
のは困難なため、資本費平準化債を発行している状況にあります。
また、料金改定についても検討していきます。

　職員給与費については、今後の事業量を考えても職員が増えることは想定できないので、令和７年度ベースで推移するものと考えます。
　修繕費については、供用開始から２４年経過しているため定期的な管路点検及びマンホール周りの舗装修繕を行っております。
　今後突発的な故障が起きることのないように、不具合箇所の早期発見に努めてまいります。
　また民間に委託している、管渠、マンホールポンプ等の維持管理、保守点検業務は今後も継続して、安定した施設運転を行っていきます。

　下水道事業の必要性や現状を市町民に理解して頂き、今後も下水道への加入促進に努め、水洗化率及び使用料の収納率の向上に向け、
広報活動や使用料徴収に取り組み、収入の確保を図ります。
　尾花沢市及び大石田町の処理区域の中心部の整備は完了しておりますが、供用開始から２４年が経過しているためマンホールポンプ等の
老朽化していく施設の長寿命化対策も検討していかなければいけないと考えております。
　これまでの建設投資に伴う企業債償還金や、施設整備費、維持管理費等に大きな負担を強いられておりますが、限られた財源の中、適正な
事業計画と財政計画を基に経営を行っていくとともに、持続可能な下水道事業に資するために維持管理費の削減に努め、かかった経費を適
正に回収できる使用料を検討してまいります。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

望ましい方向 概要

総務省の一般会計繰り出し基準に基づかない繰入金（基準外
繰入金）の低減を図ります。

「経営収支比率」は、使用料収入等の収益をもって、維持
管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを
示すものであり、基準外繰入金の低減を図りながら100％
以上を目指します。

1年以内に債務に対する支払能力を示す「流動比率」について
27.74％に近づけるよう努めます。

汚水処理に要した費用に対する使用料による回収の割合を示
す「経費回収率」は、適正な使用料収入を確保し72.87％を目
指します。

処理区域内人口のうち、実際に下水道に接続している人口の
割合を示す「水洗化率」は、広報での周知や戸別訪問などを行
い、令和17年度で水洗化率98.79％を目指します。

経費回収率（％）

水洗化率（％）

令和６年度 令和１７年度

176,644

103.42

26.11

60.25

92.23

170,862

100以上

27.74

72.87

98.79
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

使用料の見直しに関する事項

　平成１４年度に供用開始され２４年が経過しておりますが、老朽度が低いため更新におけ
る民間資金、専門的な技術や知識の活用に対する検討は行っていません。今後検討が必
要になると思われます。

　平成１４年度に供用開始され２４年が経過しておりますが、今後も整備が予定されているた
め、国の補助金制度や、企業債の発行を活用し投資の平準化を図っていきます。

　当初より一部事務組合で事業を実施しているため、広域化は図られている。
　また、費用対効果や地理的条件等を考慮し、事業の見直しを行い合併処理浄化槽整備
区域で推進していく等、最適化を図っていきます。

広域化・共同化・最適化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解
消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等
を記載すること。

その他の取組

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
　建設改良については、国の補助金の活用や有利な起債を発行するなどして、事業を推進
していこうと考えています。また、受益者負担金、使用料の滞納対策に取り組むとともに、加
入促進に努め財源を確保していきます。

　公共下水道事業における資産は主に管渠ですが、資産活用による収入確保については
現在のところ計画しておりません。

　中心部の整備が完了していることから、料金収入の大幅な増加は見込めないため、令和１
０年度を使用料改定の目標とし、令和９年度までに適正な使用料水準の検討を行います。
その後も５年に１回の頻度で使用料改定の必要性を検証していきます。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

　機器の運転方法を見直したりして、電気料金の削減に努めておりますが、今後設備の更
新を行うときは、省電力型の機器を導入するなど省エネ対策に努めています。

修繕費に関する事項
　ストックマネジメント計画に基づく下水道施設の更新等を実施することにより、施設の長寿

        命化を図りながら修繕費の削減に努めています。

委託費に関する事項
　現在、管渠やマンホールポンプ等の維持管理、保守点検業務を委託していますが、今後
も継続していき、新しい制度や取り組みにより、より一層安定した運転を行っていきます。

その他の取組
　加入者の促進、収納率向上など財源確保に努め、費用対効果を検証しつつ事業に取り
組んでいきます。

薬品費に関する事項 　処理施設が無いため該当はありません。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　ＰＰＰ／ＰＦＩ等の民間的経営手法の導入については、事業の公共性と効率性を考え、今
後の検討課題と捉えています。

職員給与費に関する事項
　整備事業は継続されていくものの、当初供用開始された時期よりは事業量が減少している
ため、今後も現人員のままでいくものと考えています。

動力費に関する事項
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４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

　使用料において現行の使用料体系を維持したままでは、経費回収率が減少傾向にあります。
そこで経費回収率を向上させるため、令和１０年度及び令和１５年度に１０％の使用料改定を行った
場合を想定して算定しています。

　但し、使用料の改定は市町民生活に与える影響も大きいため、使用料改定の時期や改定率の決定
に向けた詳細な検討を、使用料改定の前年度までに行う予定としています。

経費回収率向上に向けた
ロードマップ

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　毎年進捗管理（モニタリング）を行い、計画と実績との乖離が大きい場合には、必要に応じてその原
因を分析し対策を検討します。PDCAサイクルを確立させ５年ごとの経営戦略の見直しを実施します。
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経営比較分析表（令和6年度決算）
山形県　尾花沢市大石田町環境衛生事業組合（事業会計分）

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

- - ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 公共下水道 Cd2 非設置

自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

-

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km
2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

8,502 3.68 2,310.33 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率は100％を超え黒字ではある
が、料金収入だけでは経費を賄いきれず一般会
計(尾花沢市・大石田町)からの繰入金に依存し
ている状況にある。
②累積欠損金比率は企業会計移行時の繰越欠損
金が残っているため類似団体の平均値を大きく
上回っている。今後の経営で発生する純利益で
解消される予定である。
③流動比率は類似団体の平均値をかなり下回っ
ている。これは建設改良等に充てた企業債が影
響しているためである。この財源で整備された
施設によって、近い将来、使用料収入として回
収されて流動負債返済の原資となる見込みであ
る。
④企業債残高対事業規模比率は企業債残高合計
を一般会計が賄うため数値はない。
⑤経費回収率は類似団体の平均値より12ポイン
ト程低く、繰入金に依存している状況にある。
汚水処理費の削減にも限りがあるため、使用料
の見直しを検討する必要がある。
⑥汚水処理原価については、類似団体の平均値
を上回っている。投資の効率化や維持管理費の
削減、接続率の向上による有収水量に向けた取
組が必要である。
⑦流域関連のため数値なし。
⑧水栓化率は減少しているが、類似団体より11
ポイント程高い状況にある。

資金不足比率(％)

- 43.28 44.11 92.61 3,300

①有形固定資産減価償却率は12.75％、供用開
始から24年が経過している。管路の更新実績は
ない。定期的な管路点検及びマンホール周りの
舗装修繕を行っている。圧送が必要な地区のマ
ンホールポンプについては業者に維持管理を委
託している。
②数値なし。
③数値なし。

2. 老朽化の状況

全体総括

当組合の下水道事業は比較的後発であるため、
マンホールポンプを除いて老朽化の問題は発生
していない。
処理区域の中心部は整備が完了していることか
ら接続件数の伸びも落ち着いてきている。今
後、人口減少による下水道使用料の減収が危惧
される。
持続可能な下水道事業に資するために維持管理
費の削減を合理的に行い、かかった経費を適正
に回収できる使用料の見直しが急務である。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【105.36】 【3.12】 【82.75】 【602.56】

【96.00】【60.13】【140.98】【97.94】

【42.20】 【9.46】 【0.19】



団体名

事業名

（単位：千円、％）

年   度 ５年度 ６年度

区   分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． (A) 115,762 114,839 114,728 114,614 114,499 125,943 125,817 125,691 125,566 125,440 137,978 137,840 137,702
(1) 115,701 114,783 114,668 114,554 114,439 125,883 125,757 125,631 125,506 125,380 137,918 137,780 137,642
(2) (B)

(3) 61 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
２． 278,815 273,461 272,473 271,488 270,507 269,532 268,560 267,594 266,631 265,673 264,720 263,771 262,826

(1) 98,721 94,383 94,289 94,194 94,100 94,006 93,912 93,818 93,724 93,631 93,537 93,443 93,350
98,721 94,383 94,289 94,194 94,100 94,006 93,912 93,818 93,724 93,631 93,537 93,443 93,350

(2) 180,051 179,009 178,114 177,223 176,337 175,456 174,578 173,705 172,837 171,973 171,113 170,257 169,406
(3) 43 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

(C) 394,577 388,300 387,201 386,101 385,006 395,475 394,377 393,285 392,197 391,113 402,698 401,611 401,000
１． 318,218 321,076 317,750 317,397 317,050 316,707 316,370 316,038 315,712 315,390 315,074 314,762 314,456

(1) 21,339 21,593 22,293 22,993 23,693 24,393 25,093 25,793 26,493 27,193 27,893 28,593 29,293
12,651 12,201 12,701 13,201 13,701 14,201 14,701 15,201 15,701 16,201 16,701 17,201 17,701

8,688 9,392 9,592 9,792 9,992 10,192 10,392 10,592 10,792 10,992 11,192 11,392 11,592
(2) 86,840 87,868 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900 84,900

765 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
2,469 5,321 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

91 31 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
83,515 81,666 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

(3) 210,039 211,615 210,557 209,504 208,457 207,414 206,377 205,345 204,319 203,297 202,281 201,269 200,263
２． 57,831 54,377 53,896 53,363 52,835 52,313 51,796 51,284 50,777 50,275 49,778 49,287 48,800

(1) 57,133 53,834 53,296 52,763 52,235 51,713 51,196 50,684 50,177 49,675 49,178 48,687 48,200
(2) 698 543 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

(D) 376,049 375,453 371,646 370,760 369,885 369,020 368,166 367,322 366,488 365,665 364,852 364,049 363,000
(E) 18,528 12,847 15,555 15,341 15,122 26,454 26,211 25,963 25,708 25,448 37,846 37,562 38,000
(F)

(G)

(H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18,528 12,847 15,555 15,341 15,122 26,454 26,211 25,963 25,708 25,448 37,846 37,562 38,000

(I) △ 80,604 △ 67,757 △ 52,202 △ 36,860 △ 21,739 4,716 30,927 56,890 82,598 108,047 145,893 183,455 221,455
(J) 90,685 79,440 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 86,000

5,988 8,867 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
(K) 323,623 304,410 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000

287,970 298,882 305,777 305,471 305,166 304,861 304,556 304,251 303,947 303,643 303,339 303,036 302,733

32,927 2,720 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 115,762 114,839 114,728 114,614 114,499 125,943 125,817 125,691 125,566 125,440 137,978 137,840 137,702

1.07068 1.10468
0.27419 0.27742

１７年度

経費収支比率（％）

流動比率（％）

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た

資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

う ち 未 収 金

そ の 他

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

営 業 外 費 用

そ の 他

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

１６年度

営 業 収 益

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

収

益

的

収

入

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 収 益

補 助 金

１３年度 １４年度 １５年度

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

収支計画　【収益的収支】 公共下水道事業

７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他



団体名

事業名

（単位：千円）

年   度 ５年度 ６年度

区   分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

１． 131,600 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
66,300 63,900 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

２．

３． 189,391 205,761 205,555 205,350 205,144 204,939 204,734 204,530 204,325 204,121 203,917 203,713 203,509
４．

５．

６． 38,109 28,624 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
７．

８． 3,438 4,296 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
９．

(A) 362,538 358,681 374,555 374,350 374,144 373,939 373,734 373,530 373,325 373,121 372,917 372,713 372,509
(B)

(C) 362,538 358,681 374,555 374,350 374,144 373,939 373,734 373,530 373,325 373,121 372,917 372,713 372,509
１． 113,203 93,575 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

5,111 4,708 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
２． 276,359 287,970 298,882 305,777 305,471 305,166 304,861 304,556 304,251 303,947 303,643 303,339 303,036
３．

４．

５．

(D) 389,562 381,545 408,882 415,777 415,471 415,166 414,861 414,556 414,251 413,947 413,643 413,339 413,036
(E) 27,024 22,864 34,327 41,427 41,327 41,227 41,126 41,026 40,926 40,826 40,726 40,627 40,527

１． 27,024 22,864 32,443 32,281 32,119 31,959 31,799 31,640 31,482 31,324 31,168 31,012 30,857
２．

３．

４． 1,884 9,147 9,208 9,268 9,327 9,386 9,444 9,502 9,559 9,615 9,670
(F) 27,024 22,864 34,327 41,427 41,327 41,227 41,126 41,026 40,926 40,826 40,726 40,627 40,527

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G)

(H) 4,022,350 3,854,380 3,675,498 3,489,721 3,304,250 3,119,084 2,934,223 2,749,668 2,565,417 2,381,470 2,197,827 2,014,487 1,831,451

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　 　度 ５年度 ６年度

区　 　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ）

98,721 94,383 94,289 94,194 94,100 94,006 93,912 93,818 93,724 93,631 93,537 93,443 93,350
98,721 91,343 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000

3,040 3,289 3,194 3,100 3,006 2,912 2,818 2,724 2,631 2,537 2,443 2,353
189,391 205,761 205,555 205,350 205,144 204,939 204,734 204,530 204,325 204,121 203,917 203,713 203,509
34,606 32,157 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

154,785 173,604 170,555 170,350 170,144 169,939 169,734 169,530 169,325 169,121 168,917 168,713 168,509
288,112 300,144 299,844 299,544 299,244 298,945 298,646 298,348 298,049 297,751 297,453 297,156 296,859

172,348 170,862

１７年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

基準外繰入金計

１７年度１５年度 １６年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度

資

本

的

収

支

１４年度

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

７年度 ８年度

資本的収入額が資本的支出額に不足する額    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

計

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 ⾧ 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

そ の 他

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度

企 業 債

工 事 負 担 金

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

収支計画　【資本的収支】 公共下水道事業

７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金
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